
平成２１年度 文部科学省税制改正要望事項

(1) 教育、文化芸術、スポーツ、科学技術・学術 新 規

の振興のための寄附税制の拡充 【所得税、相続税】

(2) 個人所有の文化財の保護の充実 【所得税】 新 規

(3) 人材投資促進税制の延長 【所得税、法人税、住民税】 延 長

(4) 私学共済の新たな年金給付制度の創設に伴う 新 規

所要の措置 【所得税、法人税等】

(1) 家庭の教育費負担の軽減 【所得税、住民税】 新 規

(1) 一般社団・財団法人に移行した特定の公益法 新 規

人に係る優遇措置の期限の撤廃 【固定資産税等】

(1)「独立行政法人整理合理化計画」による法人の 新 規

統合等に伴う所要の措置 【法人税、固定資産税等】

１．国立国語研究所を大学共同利用機関法人に移管

２．防災科学技術研究所と海洋研究開発機構を統合

３．国立大学財務・経営センターと大学評価・学位授与機構を統合

４．メディア教育開発センターの廃止（事業の一部を放送大学学園に

おいて実施）
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平成２１年度 文部科学省税制改正要望事項の概要

（１）教育、文化芸術、スポーツ、科学技術・学術の振興のための寄附税

制の拡充（新規） 【所得税、相続税】

個人の寄附税制のうち、所得税について、①所得控除される寄附金額の上限を所得の

５０％まで引き上げる。また、相続税について、②相続財産を大学等に寄附した場合に、

寄附者に優遇税制の効果を集中させる制度に改めるとともに、寄附金の全額を税額控除

とするなど、現行の制度よりも相続財産の寄附が活発化し、民間資金を活用した教育等

の振興が図られるよう、税制上の配慮を行う。

【参考】現行の寄附金税制

＜個人の寄附（所得税）＞

寄附金額（所得の４０％が限度）－５千円 を所得から控除

これまでの経緯：１７年度改正 上限２５％→３０％

１８年度改正 下限１万円→５千円

１９年度改正 上限３０％→４０％

＜個人の場合（相続税）＞

・個人が相続財産を国、地方公共団体、国立大学法人、学校法人等に対して寄附した場合、

その分の相続税は非課税。ただし、寄附者以外の相続人にも優遇税制の効果が及ぶ。

※ 20年度税制改正大綱(19年12月、与党)及び税制改正要綱（20年1月、閣議決定）にお

いて、「相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する」、基本

方針2008（20年6月)において、「資産課税(相続税)を総合的に見直す」とされている。

（２）個人所有の文化財の保護の充実（新規） 【所得税】

個人が所有する国指定の重要文化財建造物について、その保存・維持に必要な修理費

用のうち、所有者の自己負担額の一定割合を税額控除する。

（参考）個人所有の重要文化財建造物 ２２７件
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（３）人材投資促進税制の延長（延長） 【所得税、法人税、住民税】

中小企業者等について、労務費（給与、健康保険料、教育訓練費等）に占める教育訓

練費の割合が一定水準を超える場合に一定割合を税額控除する制度について、２年間適

用期限の延長を行う。 （経済産業省、厚生労働省との共同要望）

（参考）「教育訓練費」

＝企業等がその使用人に対して行う教育、訓練、研修、講習等に係る費用。

（具体的には、外部講師に対する報酬等、外部施設の使用料、研修委託費、外部研修参加

費、教材費（他者作成のものに限る）などが対象。）

「一定水準」＝０．１５％（中小企業の平均水準）

「一定割合」＝８～１２％（教育訓練費の労務費に対する割合に応じて変動）

（４）私学共済の新たな年金給付制度の創設に伴う所要の措置（新規）

【所得税、法人税等】

平成２２年４月１日に、現行の私立学校教職員共済年金の職域部分（３階部分）を廃

止して新たに設ける予定の年金の給付制度について、現行と同様の税制上の措置を講じ

ることにより、私立学校教職員の待遇の適正を図り、私立学校教育の振興に資する。

（財務省、総務省との共同要望）

（１）家庭の教育費負担の軽減（新規） 【所得税、住民税】

家庭の教育費負担の軽減が図られるよう、現行の特定扶養控除制度について、教育費

を勘案した新たな上乗せ措置を講じる。

なお、税制の抜本改革において扶養控除制度の見直しが行われる際には、現行の特定

扶養控除に代えて、「教育費控除制度」を創設するなど、現行の特定扶養控除よりも家

庭の教育費負担が一層軽減されるよう、税制上の配慮を行う。

＜特定扶養控除に対する新たな上乗せ控除額＞

所得税…６万円、住民税…３万円

（参考）現行の扶養控除制度（＊所得控除方式）

○扶養控除

＜控除額＞所得税３８万円、住民税３３万円

○特定扶養控除

＜控除額＞所得税６３万円、住民税４５万円 ＜対象者＞１６歳～２２歳
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（１）一般社団・財団法人に移行した特定の公益法人に係る優遇措置の期

限の撤廃（新規） 【固定資産税等】

現行の公益法人（特例民法法人）から一般社団・財団法人に移行する法人が設置する

施設で、移行の際に固定資産税が非課税とされていたもの（博物館、図書館、学術施設

等）について、平成２５年度分まで非課税措置が継続されるが、これを、期限を切らず、

２６年度以降も引き続き非課税とする。 （厚生労働省との共同要望）

（１）「独立行政法人整理合理化計画」による法人の統合等に伴う所要の

措置（新規） 【法人税、固定資産税等】

以下の４つの独立行政法人等の統合等に伴い、従前適用されていた税制を引き続き適

用する等、所要の措置を講じる。

１．国立国語研究所を大学共同利用機関法人（人間文化研究機構）に移管

２．防災科学技術研究所と海洋研究開発機構が統合

３．国立大学財務・経営センターと大学評価・学位授与機構が統合

４．メディア教育開発センターを廃止（事業の一部を放送大学学園において実施）


